
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
六
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

金 曜 日

号
外
第
十
六
号

平
成
三
十
一
年

三
月
二
十
九
日

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

規　
　
　

則

○
山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行

	

一

　

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

○
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範

	

二

　

囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二

○
山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五

○
狂
犬
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五

○
山
梨
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五

○
山
梨
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五

○
山
梨
県
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

六

○
山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

六

○
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理

	

七

　

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

八

○
山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	
八

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	
八

　
　
　
　
　
　

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
一
号

　

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

	

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和

四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

	　

負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
つ
た
職
員
又
は
死
亡
し
た
職
員
の
遺
族
（
次
条
第
二
項
に
お
い

て
「
被
災
職
員
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
そ
の
災
害
が
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
旨
の
申
出
が
あ

つ
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

　

第
四
条
中
「
前
条
の
」
を
「
前
条
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
き
い
て
」
を
「
聴
い
て
」
に
、
「
す
み

や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
	　

実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
災
害
が
公
務
に
よ
り
生
じ
た
も
の
又
は
通
勤
に

よ
り
生
じ
た
も
の
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
認
定
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面

に
よ
り
、
被
災
職
員
等
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

実
施
機
関
の
長
の
職
氏
名

　

二　

被
災
し
た
職
員
の
氏
名

　

三　

傷
病
名

　

四　

災
害
発
生
年
月
日

　

五　

公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
で
な
い
と
認
定
し
た
理
由

　

第
二
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
審
査
の
申
立
て
の
教
示
）

第�

二
十
四
条
の
三　

実
施
機
関
は
、
条
例
又
は
こ
の
規
則
に
基
づ
く
補
償
に
関
す
る
通
知
を
す
る
と
き

は
、
第
二
十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
審
査
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
教
示
す
る

も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
号

　

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）（
裏
面
）
及
び
（
そ
の
五
）（
裏
面
）、
第
五
号
様
式
（
裏
面
）、
第
八
号
様

式
（
裏
面
）、
第
四
十
五
号
様
式
（
裏
面
）
並
び
に
第
四
十
七
号
様
式
（
裏
面
）
中
「近

畿
大
阪
銀
行

」



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
六
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

二

を
「関

西
み
ら
い
銀
行

」
に
、「梅

田
営
業
部

」
を
「梅

田
中
央
支
店

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
号

　

山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
市
町
村
振
興
資
金
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
償
還
期
限
を
二
十
年
以
内
と
す
る
建
設
事
業
）

第�

二
条
の
二　

条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
建
設
事
業
は
、
中
央
新
幹
線
の
建
設
促

進
の
た
め
の
建
設
事
業
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
号

　

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

	

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定

め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
の
表
中
四
の
項
を
六
の
項
と
し
、
三
の
項
を
五
の
項
と
し
、
二
の
項
を
四
の
項
と
し
、
同
表
一

の
項
中
「
二
十
三
の
五
の
項
ト
」
を
「
二
十
三
の
六
の
項
ト
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
の
項
と
し
、

同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一	　

特
例
条
例
第
二
条
の
表

十
三
の
四
の
項
リ
の
規
定
　

山
梨
県
調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
山
梨
県
規
則

第
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
調
理
師
試
験
受
験
願
書
の
受
理

　

に
よ
り
定
め
る
事
務

二	　

特
例
条
例
第
二
条
の
表

十
五
の
八
の
項
チ
の
規
定

に
よ
り
定
め
る
事
務

　

山
梨
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県

規
則
第
二
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い

う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

　

イ	　

規
則
第
三
条
第
一
項
の
製
菓
衛
生
師
試
験
受
験
願
書
の

受
理

　

ロ	　

規
則
第
六
条
第
二
項
の
製
菓
衛
生
師
試
験
合
格
証
明
書

交
付
申
請
書
の
受
理
及
び
同
条
第
一
項
の
製
菓
衛
生
師
試

験
合
格
証
明
書
の
引
渡
し

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
五
号

　

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎　
　

　
　
　

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則

　

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
）

第�

二
条　

条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
は
、
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
（
別
記
様
式
）
に
、
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

事
業
計
画
書

　

二　

収
支
計
画
書

　

三　

実
施
体
制
を
記
載
し
た
書
類

　

四　

団
体
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

　

五　

定
款
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

　

六　

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

二



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
六
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

三

　

七	　

知
事
が
指
定
す
る
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
資
金
収
支
計
算
書
及
び
事
業
活
動
収
支
計
算
書

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

　

八	　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
指
定
管
理

者
の
選
定
の
た
め
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
措
置
入
所
に
係
る
定
員
、
入
所
期
間
等
）

第�

四
条　

セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第

一
項
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
入
所
に
係
る
業
務
ご
と
の
定
員
、
期
間
及
び
資
格
は
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

業
務
の
区
分

障
害
児
入
所
施
設

障
害
者
支
援
施
設

一　

入
所
定
員

前
条
の
表
一
の
項
の
定
員
内

二　

入
所
期
間

入
所
の
日
か
ら
十
八
歳
（
知
事
が
特

に
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
二
十

歳
）
に
達
す
る
日
の
前
日
ま
で

入
所
の
日
か
ら
入
所
の
目
的
が
達

せ
ら
れ
た
日
ま
で

三　

入
所
資
格

十
八
歳
未
満
の
知
的
障
害
児

伝
染
性
疾
患
を
有
し
な
い
お
お
む
ね

十
八
歳
以
上
の
知
的
障
害
者

　

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
別
表
を
削
る
。

　

附
則
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

-



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
六
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

四

　

- 5 - 

別記様式（第２条関係） 

 

年  月  日 

 

 山梨県知事 殿 

 

 所在地 

                  団体の名称 

                  代表者の氏名              印 

 

 

指定管理者指定申請書 

 

 

山梨県立育精福祉センターの指定管理者の指定を受けたいので、山梨県立育精福祉セン

ター設置及び管理条例第６条第１項の規定により、必要書類を添付の上申請します。 

別記様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
六
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

五

（
施
行
期
日
）

1
	　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
	　

山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
一
年

山
梨
県
条
例
第
十
二
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
例
の
施
行
の
日
前
に
セ
ン
タ
ー
の
管
理

に
関
し
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
指
定
管
理
者
の
指
定
が
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
第
二
条
及
び
別
記
様
式
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
号

　

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
の
三
第
三
号
中
「
第
八
条
第
二
十
七
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
八
項
」
に
、
「
次
条
」
を

「
次
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
訪
問
看
護
事
業
」
と
い

う
。
）
」
を
「
）
又
は
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
指
定
に

係
る
同
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
事
業
」
に
、
「
条
例
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
一

号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
、
三
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
し
て
い
る
場
合
に
限
る
」
を

「
次
条
第
三
号
に
お
い
て
「
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
」
と
い
う
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と

し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四	　

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
（
次
条
第
二
号
に
お
い
て
「
介
護

医
療
院
」
と
い
う
。
）

　

第
八
条
の
四
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

二　

介
護
医
療
院

　

第
八
条
の
四
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

指
定
訪
問
看
護
事
業
所

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
七
号

　

狂
犬
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

狂
犬
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

狂
犬
病
予
防
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
四
条
中
「
百
円
」
を
「
百
十
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
八
号

　

山
梨
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
興
行
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
興
行
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
号
ヌ
中
「
入
口
」
の
下
に
「
に
設
置
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
ハ
⑴
に
次
の
た
だ
し
書

を
加
え
る
。

　
　
　
　

	　

た
だ
し
、
空
気
調
和
設
備
で
あ
つ
て
、
次
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
す
機
能
を

有
す
る
と
知
事
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

第
五
条
第
二
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑴
中
「
十
立
方
メ
ー
ト
ル
」
を
「
一
立
方
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
九
号

　

山
梨
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
六
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

六

　

山
梨
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
保
健
福
祉
事
務
所
」
を
「
保
健
所
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
号

　

山
梨
県
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
調
理
師
試
験
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
試
験
」
を
「
第
三
条
第
二
号
の
調
理
師
試
験
（
第
三
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
調
理
師
試

験
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
試
験
」
を
「
知
事
又
は
指
定
試
験
機
関
は
、

調
理
師
試
験
」
に
、
「
に
は
」
を
「
に
対
し
」
に
、
「
第
四
号
様
式
」
を
「
知
事
が
交
付
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
第
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

2
	　

法
第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
指
定
試
験
機
関
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
に
試
験
事
務
の
全
部
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
調
理
師
試
験
受
験
願
書
（
第
三
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
試
験
機
関
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
指
定
試
験
機
関
に
申
し
込
ま
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
中
「
試
験
」
を
「
調
理
師
試
験
」
に
改
め
、
同
条
中
「
前
条
第
一
項
の
試
験
」
を

「
調
理
師
試
験
」
に
改
め
、
「
知
事
」
の
下
に
「
又
は
指
定
試
験
機
関
」
を
加
え
る
。

　

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「第

3条
第
1
項
第
2
号
の
規
定
に
よ
る

」
を
「第

3
条
第
2
号

の

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
一
号

　

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
八
条
中
第
百
十
二
号
を
第
百
三
十
号
と
し
、
第
八
十
二
号
か
ら
第
百
十
一
号
ま
で
を
十
八
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
八
十
一
号
を
第
九
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

九	

十
九　

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
章
の
規
定
に

よ
る
防
除
を
目
的
と
す
る
生
殖
を
不
能
に
さ
れ
た
特
定
外
来
生
物
の
放
出
等
を
す
る
こ
と
。

　

第
十
八
条
中
第
八
十
号
を
第
九
十
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

九	

十
六　

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
及
び
認
定
保
護
管
理
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
動
物
を
放
つ
こ

と
。

　

九	

十
七　

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
に
係
る
特
定
外
来
生
物
の
放
出
等
を
す
る
こ
と
。

　

第
十
八
条
中
第
七
十
九
号
を
第
九
十
四
号
と
し
、
第
七
十
八
号
を
第
九
十
三
号
と
し
、
第
七
十
七
号

を
第
九
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

九	

十
二　

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
章
の
規
定
に

よ
る
防
除
に
係
る
特
定
外
来
生
物
で
あ
る
動
物
を
捕
獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
当
該
動
物

の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

　

第
十
八
条
中
第
七
十
六
号
を
第
九
十
号
と
し
、
第
七
十
五
号
を
第
八
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　

八	

十
九　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
山
梨
県
が
実
施
す
る
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
又
は
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り

山
梨
県
か
ら
委
託
を
受
け
た
指
定
管
理
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
と
し
て
鳥
獣
を
捕
獲
し
、
又
は
殺
傷
す

る
こ
と
。

　

第
十
八
条
中
第
七
十
四
号
を
第
八
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

八	

十
七　

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
及
び
認
定
保
護
管
理
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
、
動
物
を
捕
獲

し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
動
物
の
卵
を
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷
す
る
こ
と
。

　

第
十
八
条
中
第
七
十
三
号
を
第
八
十
五
号
と
し
、
第
六
十
八
号
か
ら
第
七
十
二
号
ま
で
を
十
二
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
六
十
七
号
を
第
七
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

七	

十
九　

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
及
び
認
定
保
護
管
理
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
条
例
第
二
十
条
第

四
項
第
十
一
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
植
物
を
採
取
し
、
又
は
損
傷
す
る
こ
と
。

　

第
十
八
条
中
第
六
十
六
号
を
第
七
十
七
号
と
し
、
第
五
十
八
号
か
ら
第
六
十
五
号
ま
で
を
十
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
五
十
七
号
を
第
六
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
六
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

七

　

六	
十
七　

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
及
び
認
定
保
護
管
理
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
標
識
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
も
の
を
掲
出
し
、
若
し
く
は
設
置
し
、
又
は
工
作
物
等
に
こ
れ
ら
を
表
示
す
る
こ
と
。

　

六	

十
八　

特
定
外
来
生
物
の
防
除
の
目
的
で
標
識
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
掲
出
し
、
若
し
く

は
設
置
し
、
又
は
工
作
物
等
に
こ
れ
ら
を
表
示
す
る
こ
と
。

　

第
十
八
条
中
第
五
十
六
号
を
第
六
十
五
号
と
し
、
第
五
十
二
号
か
ら
第
五
十
五
号
ま
で
を
九
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
条
第
五
十
一
号
中
「
し
尿
」
を
「
屎
尿
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
十
号
と
し
、
同

条
第
五
十
号
中
「
し
尿
浄
化
槽
」
を
「
屎し

尿
浄
化
槽
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
十
九
号
と
し
、
同

条
中
第
三
十
七
号
か
ら
第
四
十
九
号
ま
で
を
九
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
三
十
六
号
中
「
（
平
成
十

九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
四
号
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
四
十
五
号
と
し
、
同
条
第
三
十
五
号
を

同
条
第
四
十
四
号
と
し
、
同
条
第
三
十
四
号
を
同
条
第
四
十
三
号
と
し
、
同
条
第
三
十
三
号
中
「
第
七

十
六
号
」
を
「
第
九
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
十
二
号
と
し
、
同
条
中
第
二
十
三
号
か
ら

第
三
十
二
号
ま
で
を
九
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八

号
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
三
十
一
号
と
し
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
い
ば
ら
」
を
「
茨
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三	

十　

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
及
び
認
定
保
護
管
理
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
木
竹
を
伐
採
す
る
こ

と
。

　

第
十
八
条
中
第
二
十
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
八
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

　

十	

七　

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
無
線
設
備
を

改
築
し
、
又
は
増
築
す
る
（
新
た
に
増
築
す
る
無
線
設
備
の
高
さ
が
、
既
存
の
無
線
設
備
の
高
さ

又
は
そ
れ
が
附
帯
す
る
工
作
物
の
高
さ
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
方
の
位
置
を
超
え
な
い
場
合
に
限

る
。
）
こ
と
。

　

十	

八　

既
存
の
電
線
、
電
話
線
又
は
通
信
ケ
ー
ブ
ル
を
既
存
の
規
模
を
超
え
な
い
範
囲
（
径
の
変
更

を
除
く
。
）
で
張
り
替
え
る
こ
と
（
色
彩
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
。

　

十	

九　

電
柱
に
附
帯
す
る
変
圧
器
を
既
存
の
規
模
を
超
え
な
い
範
囲
で
交
換
す
る
こ
と
。

　

二	

十　

支
持
物
か
ら
他
の
支
持
物
を
経
ず
に
需
要
場
所
の
引
込
口
に
至
る
電
線
、
電
話
線
及
び
通
信

ケ
ー
ブ
ル
を
設
置
す
る
こ
と
。

　

二	

十
一　

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七

十
五
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
保
護
増
殖
事
業
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
認
定
保
護
増
殖
事
業
等
」
と
い
う
。
）
及
び
山
梨
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条

例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
四
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
保
護
管
理

事
業
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
保
護
管
理
事
業
等
」
と
い
う
。
）
の
実
施
の
た
め
に
必

要
な
工
作
物
を
設
置
す
る
こ
と
。

　

二	

十
二　

野
生
鳥
獣
に
よ
る
人
、
家
畜
若
し
く
は
農
作
物
に
対
す
る
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
カ
メ
ラ
を

設
置
し
、
又
は
柵
、
金
網
そ
の
他
必
要
な
施
設
（
そ
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
施
設
で

あ
つ
て
、
道
路
そ
の
他
公
衆
の
通
行
し
、
又
は
集
合
す
る
場
所
か
ら
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て

い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
新
築
し
、
改
築
し
、
若
し
く
は
増
築
す
る
こ
と
。

　

二		

十
三　

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
来
生
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定

外
来
生
物
」
と
い
う
。
）
の
防
除
の
目
的
で
、
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
こ
と
。

　

第
十
八
条
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
五　

不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
第
九
号
に
規

定
す
る
境
界
標
を
設
置
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
一
条
第
一
号
中
「
第
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
、
第
四
十
一
号
か
ら
第
四
十
四
号

ま
で
、
第
五
十
四
号
か
ら
第
五
十
七
号
ま
で
、
第
八
十
四
号
又
は
第
八
十
五
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一

号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
、
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
三
号
ま
で
、
第
六
十
三
号
か
ら
第
六
十
八
号
ま

で
、
第
百
二
号
又
は
第
百
三
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
二
号

　

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

	

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
及
び
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第�

一
条　

山
梨
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
	　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
中
「
四
、
三
〇
〇
円
」
を
「
四
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
七
〇
〇
円
」

を
「
三
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
二
〇
〇
円
」
を
「
三
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
〇
〇
円
」

を
「
一
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
二
第
二
号
の
表
中
「
三
七
〇
円
」
を
「
三
八
〇
円
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第�

二
条　

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
管
理
規
則
（
平
成
十
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

		　

別
表
第
一
中
「
五
、
一
〇
〇
円
」
を
「
五
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
八
〇
〇
円
」
を
「
六
、
九



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
六
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

八

〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
五
〇
〇
円
」
を
「
八
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
三
〇
〇
円
」
を
「
四
、
四

〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
七
〇
〇
円
」
を
「
三
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
二
〇
〇
円
」
を
「
三
、
三

〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
、
二
〇

〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
二
中
「
三
七
〇
円
」
を
「
三
八
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
三
号

　

山
梨
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
土
地
改
良
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
四
号
中
「
第
十
八
条
第
十
六
項
」
を
「
第
十
八
条
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「第

1
8
条
第
1
6
項
の
規
定
に
よ
り
お
届
け
し
」
を
「第

	1
	8	条

第

	1
	7項
の

規
定
に
よ
り
届
け
出

」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
号
様
式
中
「、

収
支
決
算
書
及
び
財
産
目
録

」
を
「、
貸
借
対
照
表、

収
支
決
算
書
及
び

財
産
目
録

（土
地
改
良
法
施
行
規
則
第
2
5
条
の
2
に
規
定
す
る
土
地
改
良
区
に
あ
つ
て
は、

事
業

報
告
書、

収
支
決
算
書
及
び
財
産
目
録

）
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
号
様
式
の
二
中
「か

か
る

」
を
「係

る

」
に
、
「、

収
支
決
算
書
及
び
財
産
目
録

」
を
「、

貸
借
対
照
表、

収
支
決
算
書
及
び
財
産
目
録

（土
地
改
良
法
施
行
規
則
第
2
5
条
の
2
に
規
定
す
る

土
地
改
良
区
に
あ
つ
て
は、

事
業
報
告
書、

収
支
決
算
書
及
び
財
産
目
録

）
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
号
様
式
中
「土

地
改
良
事
業
計
画
書

」
を
「事

業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
書

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
		　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
土
地
改
良
区
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
第

十
四
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を

経
過
し
た
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
合
併
に
係
る
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

山
梨
県
規
則
第
十
四
号

　

山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

山
梨
県
土
地
収
用
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則

　

第
一
条
及
び
第
二
条
中
「
山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
」
を
「
山
梨
県
土
地
収
用
等
手
数
料
条
例

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
五
号

　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

　
　
　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
百
分
の
百
八
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
第
二
項
中
「
千
分
の
九
百
五
十
六
・
八
」
を
「
千
分
の
九
百
五
十
六
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
百
二
十
二
号
中
「
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
試
験
、
分
析
、
鑑
定
等
手
数
料
」
を
「
産
業
技
術

セ
ン
タ
ー
試
験
等
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
三
百
二
十
三
号
か
ら
第
三
百
二
十
五
号
ま
で
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

　

三
百
二
十
三
か
ら
三
百
二
十
五
ま
で　

削
除

　

別
表
第
三
百
二
十
六
号
中
「
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
成
績
書
、
証
明
書
等
の
交
付
手
数
料
」
を
「
産
業

技
術
セ
ン
タ
ー
成
績
書
、
証
明
書
等
交
付
手
数
料
」
に
改
め
、
同
表
第
四
百
十
六
号
の
次
に
次
の
二
号

を
加
え
る
。

　

四
百
十
六
の
二　

用
途
地
域
等
に
お
け
る
増
築
等
許
可
申
請
手
数
料

　

四	

百
十
六
の
三　

住
居
の
環
境
悪
化
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
建
築
物
の
用
途
地
域
等
に
お
け

る
建
築
許
可
申
請
手
数
料



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
十
六
号　
　

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

九

　

別
表
中
第
四
百
四
十
号
の
四
を
第
四
百
四
十
号
の
七
と
し
、
第
四
百
四
十
号
の
三
の
次
に
次
の
三
号

を
加
え
る
。

　

四	

百
四
十
の
四　

既
存
の
一
の
建
築
物
に
係
る
用
途
変
更
に
伴
う
二
以
上
の
工
事
の
全
体
計
画
の
特

例
認
定
申
請
手
数
料

　

四
百
四
十
の
五　

興
行
場
等
と
し
て
の
使
用
許
可
申
請
手
数
料

　

四
百
四
十
の
六　

特
別
興
行
場
等
と
し
て
の
使
用
許
可
申
請
手
数
料

　

別
表
第
四
百
八
十
五
号
か
ら
第
四
百
九
十
号
ま
で
の
規
定
中
「
山
梨
県
土
地
収
用
手
数
料
条
例
」
を

「
山
梨
県
土
地
収
用
等
手
数
料
条
例
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

四	

百
九
十
の
二　

山
梨
県
土
地
収
用
等
手
数
料
条
例
に
よ
る
地
域
福
利
増
進
事
業
に
係
る
土
地
使
用

権
等
の
取
得
の
裁
定
申
請
手
数
料

　

四	

百
九
十
の
三　

山
梨
県
土
地
収
用
等
手
数
料
条
例
に
よ
る
地
域
福
利
増
進
事
業
に
係
る
土
地
等
使

用
権
の
存
続
期
間
の
延
長
の
裁
定
申
請
手
数
料

　

四	

百
九
十
の
四　

山
梨
県
土
地
収
用
等
手
数
料
条
例
に
よ
る
特
定
所
有
者
不
明
土
地
の
収
用
又
は
使

用
の
裁
定
申
請
手
数
料

第
十
一
号
様
式
中

1
0
8	

を

1
1
0　

に
改
め
る
。

1
0
0

1
0
0	

　

第
十
四
号
様
式
の
二
中
「1

,	0		0		0	分
の

	9	5	6	.		8	

」
を
「1

,	0
0
0
分
の

	9
5
6	

」
に
、

「9
5
6
.
8
／
		1 ,		0	0	0	

」
を
「	9	5

	6	／
	1 	,		0		0		0	

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

　

一	　

別
表
第
四
百
八
十
五
号
か
ら
第
四
百
九
十
号
ま
で
の
改
正
規
定
及
び
同
表
第
四
百
九
十
号
の
次

に
三
号
を
加
え
る
改
正
規
定　

平
成
三
十
一
年
六
月
一
日

　

二	　

別
表
第
四
百
十
六
号
の
次
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
表
第
四
百
四
十
号
の
四
を
第
四
百

四
十
号
の
七
と
し
、
同
表
第
四
百
四
十
号
の
三
の
次
に
三
号
を
加
え
る
改
正
規
定　

建
築
基
準
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日

　

三	　

第
十
一
条
、
第
十
五
条
第
二
項
、
別
表
第
三
百
二
十
二
号
、
同
表
第
三
百
二
十
三
号
か
ら
同
表

三
百
二
十
五
号
ま
で
、
同
表
第
三
百
二
十
六
号
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
の
二
の
改

正
規
定　

平
成
三
十
一
年
十
月
一
日 「

　

　

　

　

　

　

	

」

　

「
　

　

　

　

　

　

	

」
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